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■日　時
　2月16日（日）
　午前9時30分～午後0時30分
（受付は午前９時～）
■場　所
　半田地方合同庁舎
■参加機関
　自衛隊愛知地方協力本部半田地

域事務所
　愛知県警察半田警察署
　知多中部広域事務組合消防本部
　第四管区海上保安本部衣浦海上

保安署
※ 参加機関は、変更の場合あり。
■申し込み方法
　申し込みフォームから申し込みく

ださい。
■問い合わせ先
　自衛隊愛知地方協力
　本部半田地域事務所
　☎（21）0004

■主な活動
▽日常生活の中で危険と思われ

る商品、不当な表示、悪質商法
などの観察・情報提供

▽地域･周囲などへの消費生活
に関する情報の提供

▽消費生活に関するアンケート
への回答

▽研修会への出席
■任期・謝礼
　依頼した日～令和8年3月31日
　（火）　年額1,500円以内（予定）
■応募条件
　県内在住で満18歳以上の方
■募集期限
　2月25日(火)（当日消印有効）
■応募方法
　Webページ、または役場産業観

光課⑲窓口などで配布する応募
用紙を記入し、県民生活課へ郵
送してください。
■申し込み・問い合わせ先
　愛知県県民文化局県民生活部県

民生活課　
　☎052（954）6163

■日　時（要事前予約）
　２月１９日（水）午前10時～正午
■場　所
　役場2階相談室201
■対　象
　15歳～49歳の無業状態の若者

やその保護者
■申し込み・問い合わせ先
　ちた地域若者サポートステー

ション　☎（89）7947
　電子メール
　chitasapo@icds.jp

令和６年１月から、車検証にＩＣ
チップが内蔵され、電子化された
車検証の情報が格納されています。
「車検証閲覧アプリ」をインス

トールすると、電子車検証に格納
された情報や車検の有効期間など
が確認でき、車検時期やリコール
のお知らせなどをスマー
トフォンに通知できます。

毎年3月は軽自動車税（種別割）
申告などにより、軽自動車の名義
変更、廃車の届け出が集中し、窓口
が混雑します。名義変更や廃車の
届け出は3月中旬までに済ませて
ください。

■問い合わせ先　軽自動車検査協会
　 愛知主管事務所 ☎０５０（３８１６）１７７０

■問い合わせ先　軽自動車検査協会
　 愛知主管事務所 ☎０５０（３８１６）１７７０

「これまで続けてきた農業をリタ
イアする」「農地を誰かに預けたい」
など、農地の維持管理に困ったとき
は、愛知県農地中間管理機構の活
用を検討してください。農地の貸し
借りを仲介します。農地の借り受け
申し込みは随時受け付けています。

中間管理機構を利用したい方は、
産業観光課やJAあいち知多東部
総合営農センターの窓口に相談し
てください。

詳しくは、愛知県農地中間管理
機構〔(公財)愛知県農業振興基金〕
ホームページをご覧ください。
■申し込み・問い合わせ先
　▽産業観光課農政係　
　　☎(48)1111(内1223)
　▽JAあいち知多東部総合営農
　　センター☎0562(83)9881
　▽愛知県農地中間管理機構
　　☎052(951)3288

公安系公務員合同
説明会

愛知県消費生活
モニターを募集

若者の無料就職
相談

軽自動車の車検証
が電子化

軽自動車の名義変
更と廃車の届出

農地中間管理機構
の活用

◀申し込み
　フォーム

▲消防本部
　ホームページ

◀ＷＥＢ申し込みは
　こちら

◀ちた地域若者サポート
　ステーション

車検証閲覧アプリ▶

軽自動車検査協会▶
　ホームページ

１月１２日にアグピアホールで
二十歳の祝典を開催しました。思
い出話に花を咲かせたり、抱負を
語ったりした晴れ姿の皆さんが門
出の日を迎えました。

今月号の表紙

焼き餅、雑煮、きな
こもち…。１月は毎

年餅の消費に追われている気がし
ます。思い出深いのは祖父が火鉢
で焼いてくれた餅に砂糖醤油をつ
けて食べたとき。甘くて熱くてとろり
としていていくつでも食べられる気
がしました。でも、今年は餅との粘り
強い戦いがまだまだ続きそうです。

編集後記

　
　

■人権・行政・心配ごと相談
　６日（木）
　場　所　中央公民館本館３０８号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　１日（土）　中央公民館本館308号室
　13日（木）　役場1階会議室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　☎（４８）１１１１（内１１２２）

3月の相談3月の相談

成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
■日　時　3月6日（木）
■場　所　中央公民館本館３０８号室
■時　間　午後1時30分～午後4時30分
　NPO法人知多地域権利擁護支援セ
ンターでは、成年後見制度巡回相談（事
前に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域権利擁護支援センター　
　☎0562（39）3770

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標

校了日　1月 21日　厳守 修正指示　1月　　日　　時まで 校了日　1月 21日　厳守 修正指示　1月　　日　　時まで


